
外観の目視で安全点検ができるチェックシートです。 
チェックシートの基準に適合していない場合、「危険ブロック塀」となります。 

なお、構造計算等により安全であることが確認できていれば問題ありません。 

 
 

※塀の高さについて                         

・塀の内側と外側で地盤の高さが異なる場合、低い方が基準となります。 

 

・石垣などの上に塀がある場合、基礎があるものは基礎からの高さが、 

基礎がないものは石垣の下からの高さが基準となります。 

                         

確認箇所

鉄筋の有無 塀の中に鉄筋がない

塀の高さ 1.2m以下 1.2m以下 1.2m超～2.0m以下 2.0m超～2.2m以下

塀の厚さ
塀の高さの

1/10以上の厚さがある 15cm以上ある

控え壁の有無
塀の長さ4m以下ごとに

塀の厚さの1.5倍以上突出し
た控え壁がある

不要

基礎の有無

塀の健全

鉄筋の配置

その他
基礎の根入れ深さが

20cm以上ある

10cm以上ある

確認内容

塀の中に鉄筋がある

塀の長さ3.4m以下ごとに
塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある

コンクリートの基礎がある

塀に傾き、ひび割れがない

直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されている。
縦筋、横筋がそれぞれにかぎ掛けされている

基礎の根入れ深さが30cm以上ある

以下の項目は外観の目視では安全点検ができない項目です。不安な場合、専門家に相談しましょう。

回覧版をお隣さんに回すついでに！！ 

ブロック塀等の安全点検を行いましょう 

※ブロック造以外の塀について 

れんが造、石造の塀は組積造の塀に分類され、 

上記チェックシートの塀の中に鉄筋がないものの基準と同等です。 
 

回 覧 

↓↓補助制度等裏面もチェック！！↓↓ 



 

 

 

平成３０年６月に発生した大阪北部地震で

は、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊

し、２名が死亡するなど重大な被害が発生し

ました。 

永平寺町では、倒壊等の事故を未然に防止

し、通学路や避難路の安全を確保するために

危険ブロック塀の除却等に要する工事費用の

一部を補助します。 
(資料：一般財団法人消防防災科学センター「災害写真データベース」) 

  

 

 

避難路※に面した危険ブロック塀の所有者で、 
町税の滞納のない方 

※避難所等に住民が速やかに避難するための道路 

 

 

 

・避難路に面した高さ 80 ㎝以上の危険ブロック塀の除却 

（高さを下げる一部除却工事も含む） 

 

 

・上記の除却に加え、福井県産の木材を使用して塀を建替え 

 

 

・避難路に面した高さ 80cm 以上の危険ブロック塀の改修 

 

 

 

鉄筋の有無を確認できる「鉄筋探査機」を無料でお貸ししておりますので、

簡易診断を行う際に、ぜひご利用ください。 

 

申込方法等、詳しくは永平寺町役場 えい住支援課 ℡(0776)61-3922 までお問合せください。
 

◎補助対象者 

◎補助の対象となる工事 

ブロック塀等の安全対策事業のご案内 

 


